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資料５－５

大 学 改 革 に つ い て
大学改革については、昭和６２年に発足した大学審議会の答申等を踏まえ、これまで、教育

研究の高度化・多様化・個性化、組織運営の活性化の方針の下に、諸制度の大綱化、弾力化等
が図られてきた。また、この１０数年間において、大学関係者の間に大学改革の必要性につい
ての意識が覚醒され、改革に向けての取組が着実に進められている。

（昭６２．９～平１３．１）大 学 審 議 会

教育研究の 高等教育の 組織運営の

高 度 化 個 性 化 活 性 化

◇大学院の量的整備 ◇大学設置基準大綱化による ◇自己点検・評価の実施
カリキュラム編成の弾力化Ｈ３ → Ｈ12

◇学長補佐体制の整備98,650人 → 205,311人 ・教養教育重視のカリキュラム編成
・実践的教育

◇大学院制度の弾力化 ◇教員の任期制の導入・大学間連携など
（大学院大学、通信制大学院等）

◇遠隔授業の制度化 ◇教員採用における公募制の
◇卓越した教育研究拠点として 活用
の大学院の重点的整備 ◇大学入学者選抜の多様化

・
・ ・◇社会人再教育の推進

夜間・昼夜開講制大学院、 ・ ・
通信制大学院 ・ ・

・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・

特に、平成１０年には、高等教育を取り巻く２１世紀初頭の我が国の状況等を展望し、
４つの基本理念の下、総合的かつ具体的な大学改革の方策を提示。

「２１世紀の大学像と今後の改革方策について （平成１０年１０月２６日大学審議会答申）」

教育研究の質の向上 教育研究システムの柔構造化
◎課題探求能力の育成 ◎早期卒業、大学院１年制コース、長期在学コースの導入など
◎責任ある授業運営と厳格な成績評価 ◎講座制の弾力化
◎専門大学院の制度化 ◎公私立大学の設置審査の弾力化
◎卓越した教育研究拠点の整備 ◎地域社会・産業界との連携、国際交流

組織運営体制の整備 多元的な評価システムの確立
◎学長補佐体制の整備 ◎自己点検・評価と結果公表の義務化
◎評議会、教授会の審議事項の明確化 ◎学外者による検証の努力義務化
◎運営諮問会議の設置 ◎第三者評価システム

「競争的環境の中で個性輝く大学」づくり
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この答申においては、大学に対する社会の多様な期待にこたえるため、各大学の理念・目的

（総合的な教養教育の提供を重視する大学、専門的な職業能力の育成に力点を置く大学、地域

社会への生涯学習機会の提供に力を注ぐ大学、最先端の研究を志向する大学、また、学部中心

の大学から大学院中心の大学など）を明確にし、それぞれの特色を生かしつつ多様化・個性化

を進めるとともに教育研究の質の高度化を図るなど、新しいシステムの構築の必要性を提言。

これまでの改革の流れを受け、今後取り組むべき改革の方針である
「大学（国立大学）の構造改革の方針」を公表。

大学（国立大学）の構造改革の方針

１．国立大学の再編･統合
◎各大学の枠を超えた抜本的改革

→教育研究基盤の強化（パワーアップ）

２．新しい「国立大学法人」への早期移行
◎国立大学への民間的発想の経営手法の導入

→機動的、自律的な運営の確保

３．世界最高水準の大学の育成（第三者評価による競争原理の導入）
◎「２１世紀ＣＯＥプログラム」の実施

→各大学の個性や特色の明確化、大学全体の水準向上や活性化

この構造改革の方針に基づく取組により、
① 世界水準の教育研究の展開を目指した個性豊かな大学づくり、
② 国民や社会へのアカウンタビリティーの重視と競争原理の導入、
③ 経営責任の明確化による機動的・戦略的な大学運営の実現を図る。
さらに、①～③の実現に向け、一層の改革を推進。

活力に富み国際競争力のある大学づくり



- 3 -

＜参考＞
２１世紀の大学像と今後の改革方策について

－競争的環境の中で個性が輝く大学－
（抄）（平成10年10月26日大学審議会答申）

第１章 ２１世紀初頭の社会状況と大学像
３ ２１世紀初頭の大学像
（１）高等教育機関の多様な展開

１）各高等教育機関の多様化・個性化

高等教育に対する社会の多様な要請等に適切にこたえていくためのは，大
学・大学院，短期大学，高等専門学校，専門学校という各学校種ごとにその
求められる役割を果たしていくのみならず，各学校種の中においても，個々
の学校がそれぞれの理念・目標に基づき様々な方向に展開しつつ，更にその
中での多様化・個性化を進めていかなければならない。
大学は，それぞれの理念・目標に基づき，総合的な教養教育の提供を重視

する大学，専門的な職業能力の育成に力点を置く大学，地域社会への生涯学
習機会の提供に力を注ぐ大学，最先端の研究を志向する大学，また，学部中
心の大学から大学院中心の大学など，それぞれの目指す方向の中で多様化・
個性化を図りつつ発展していくことが重要である。

第２章 大学の個性化を目指す改革方策
１ 課題探求能力の育成 －教育研究の質の向上－
（２）大学院の教育研究の高度化・多様化

４）卓越した教育研究拠点としての大学院の形成，支援

世界の第一線に伍した水準の高い教育研究の積極的な展開，我が国の社会
や国際社会の期待にこたえ様々な分野で積極的に活躍する優れた人材の養成
の観点から，卓越した教育研究拠点としての大学院の形成，支援を図ってい
く必要がある。そのためには，専攻（分野によっては研究科）を単位とし,
客観的で公正な評価に基づき，一定期間，研究費や施設・設備費等の資源を
集中的・重点的に配分することが必要である。

４ 多元的な評価システムの確立 －大学の個性化と教育研究の不断の改善－

２１世紀において，我が国の大学が教育研究の水準向上を進め，世界のト
ップレベルの大学と伍して発展していくためには，社会の理解と支援の下，
それぞれの大学が，教育研究の個性を伸ばし質を高めるための環境を整備す
ることが重要である。
このため，自己点検・評価の充実を図るとともに，第三者評価システムの

導入などを通じて多元的な評価を行い，大学の個性を伸ばし，教育研究の内
容・方法の改善につなげるシステムを確立する必要がある。


